
  
論論  

文文    
  

地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

――
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
を
中
心
に
――  

髙 

木 

重 

治 
 
 

 

はは
じじ
めめ
にに  

  

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
『
北
の
丸
』
で
発
表
さ
れ
て
き
た
省
庁
移
管
文
書
の
特
徴
な
ど

を
分
析
す
る
一
連
の
論
文
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
１

。
本
稿
は
、
自
治
省
か
ら
国
立
公
文

書
館
へ
移
管
さ
れ
た
文
書
及
び
総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
て
い
る
地
方
行
政
を
所
掌
し
た

国
の
行
政
機
関
（
内
務
省
地
方
局
、
総
理
庁
官
房
自
治
課
、
地
方
自
治
庁
、
自
治
庁
、

自
治
省
）
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
把
握
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 

地
方
行
政
を
担
う
国
の
行
政
機
関
は
大
き
く
二
度
の
変
更
を
た
ど
っ
て
き
た
。
明
治

初
期
か
ら
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
ま
で
は
、
内
務
省
が
地
方
行
政
を
所
管
し
て
き

た
が
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
三
一
日
に
内
務
省
が
解
体
さ
れ
、
地
方
行
政
は
様
々
な
組

織
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
四
年
に
地
方
自
治
庁
が
総
理
府
に
置
か
れ
、

昭
和
二
七
年
に
自
治
庁
と
な
り
、
昭
和
三
五
年
に
自
治
省
へ
と
昇
格
し
た
。
平
成
一
三

年
（
二
〇
〇
一
）
の
中
央
省
庁
再
編
に
よ
り
、
自
治
省
は
廃
止
さ
れ
、
地
方
行
政
は
主

に
総
務
省
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

内
務
省
か
ら
自
治
省
へ
、
自
治
省
か
ら
総
務
省
へ
と
い
う
二
度
の
大
き
な
組
織
変
更

は
、
文
書
の
引
継
ぎ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
自
治
省
か
ら
移

管
さ
れ
た
文
書
の
中
で
、
前
機
関
の
文
書
が
ど
の
程
度
確
認
で
き
る
の
か
は
、
組
織
変

更
に
伴
う
文
書
の
引
継
ぎ
状
況
を
推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

本
稿
で
は
、
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
の
ほ
か
に
、
総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た

自
治
省
等
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
を
移
管
文
書
分
析
の
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
公
文

書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
七
月
一
日
法
律
第
六
六
号
、
以
下
公
文
書

管
理
法
と
表
記
）
第
五
条
第
五
項
に
は
、
行
政
機
関
の
長
が
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
と
し
て
移
管
か
廃
棄
か
を
定
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
現
在
総
務
省
が
保
有
す
る
自
治
省
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
に
つ
い
て
も
、

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
と
し
て
ど
の
よ
う
な
文
書
が
移
管
、
ま
た
は
廃
棄
と
さ
れ
て

い
る
の
か
を
確
認
す
る
。 

こ
れ
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
内
務
省
か
ら
自
治
省
に
至
る
地
方
行
政
関
係
文
書
が
ど

の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
方
行
政
関
係

文
書
の
利
用
に
際
し
て
、
有
益
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

最
後
に
、
本
稿
で
地
方
行
政
関
係
文
書
と
い
う
場
合
に
は
、
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ

た
文
書
、
総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
て
い
る
地
方
行
政
を
所
掌
し
た
国
の
行
政
機
関
が
作

成
・
取
得
し
た
文
書
、
総
務
省
が
保
有
す
る
自
治
省
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
と
い
う

三
つ
の
文
書
群
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。 

三

地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
56
号　
　



一一  

地地
方方
行行
政政
をを
所所
管管
すす
るる
行行
政政
機機
関関
のの
変変
遷遷  

 

一一
．．
一一  
内内
務務
省省
時時
代代
のの
変変
遷遷  

  

内
務
省
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
一
月
に
設
置
さ
れ
る
が
、
地
方
行
政
を
専
管

す
る
部
局
は
個
別
に
は
設
置
さ
れ
ず
各
寮
や
局
の
中
で
関
係
す
る
事
務
が
処
理
さ
れ
て

い
た
２

。
明
治
一
八
年
六
月
に
県
治
局
が
置
か
れ
、
地
方
行
政
を
専
管
す
る
部
局
が
誕
生

し
た
。
県
治
局
に
は
府
県
課
、
郡
区
課
（
明
治
二
三
年
、
市
町
村
課
に
改
称
）、
地
方
費

課
の
三
課
が
置
か
れ
た
が
、明
治
二
六
年
に
地
方
費
課
に
か
え
て
北
海
道
課
が
お
か
れ
、

三
〇
年
に
北
海
道
局
と
し
て
独
立
し
、
府
県
課
、
市
町
村
課
の
二
課
体
制
が
明
治
末
年

ま
で
続
い
た
。
明
治
三
一
年
に
県
治
局
は
地
方
局
へ
改
称
し
て
い
る
。 

 

大
正
時
代
に
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
か
ら
六
年
ま
で
拓
殖
課
が
置
か
れ
、
六

年
八
月
に
置
か
れ
た
救
護
課
は
八
年
に
社
会
課
へ
改
称
し
、
九
年
に
社
会
局
へ
と
独
立

す
る
。
大
正
一
一
年
に
市
町
村
課
が
、
都
市
課
と
町
村
課
に
分
離
す
る
が
、
一
三
年
に

は
、
府
県
課
、
都
市
課
、
町
村
課
が
廃
止
さ
れ
、
行
政
課
と
財
務
課
の
二
課
体
制
へ
と

変
更
さ
れ
て
い
る
。 

 

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、
地
方
債
課
が
設
置
さ
れ
、
一
一
年
に
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
、

庶
務
課
と
監
査
課
が
お
か
れ
た
。
昭
和
一
三
年
に
庶
務
課
と
財
務
課
が
廃
止
さ
れ
、
財

政
課
、
監
督
課
、
振
興
課
が
設
置
さ
れ
、
行
政
課
、
財
政
課
、
監
督
課
、
監
査
課
、
振

興
課
の
五
課
体
制
と
な
る
。
昭
和
一
五
年
に
監
査
課
が
廃
止
さ
れ
、
税
務
課
が
設
置
さ

れ
る
。
昭
和
一
六
年
以
降
、
税
務
課
、
監
督
課
、
振
興
課
は
順
次
廃
止
さ
れ
、
昭
和
一

八
年
に
総
務
課
が
設
置
さ
れ
る
。
昭
和
二
〇
年
四
月
に
は
行
政
課
、
財
政
課
も
廃
止
さ

れ
る
が
、
八
月
二
二
日
に
は
行
政
課
、
財
務
課
が
再
び
設
置
さ
れ
る
。
昭
和
二
一
年
に

職
員
課
が
、
二
二
年
三
月
に
選
挙
課
が
設
置
さ
れ
、
二
二
年
一
二
月
の
内
務
省
解
体
直

前
に
は
、
総
務
課
、
行
政
課
、
財
政
課
、
職
員
課
、
選
挙
課
の
五
課
体
制
で
あ
っ
た
。 

 

  
一一
．．
二二  

内内
務務
省省
解解
体体
かか
らら
自自
治治
省省
設設
置置
まま
でで
のの
変変
遷遷  

  

昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
一
二
月
三
一
日
を
も
っ
て
内
務
省
は
解
体
さ
れ
た
。
内

務
省
が
所
掌
し
て
い
た
業
務
の
う
ち
、
地
方
行
政
に
関
す
る
業
務
は
次
の
よ
う
に
分
離

さ
れ
引
き
継
が
れ
た
。
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
に
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
置

年月
明治18年
12月時点

明治31年
11月時点

大正13年
12月時点

昭和15年
12月時点

昭和22年
12月時点

局 県治局 地方局 地方局 地方局 地方局
府県課 府県課 行政課 行政課 行政課
郡区課 市町村課 財務課 財政課 財政課
地方費課 税務課 総務課

監督課 職員課
振興課 選挙課

課

表１ 内務省における地方行政の機構

四

地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
56
号　
　



さ
れ
、
内
務
省
の
解
体
と
と
も
に
選
挙
管
理
業
務
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
二
三

年
一
月
一
日
、内
事
局
が
設
置
さ
れ
、一
月
七
日
に
地
方
財
政
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

内
務
省
地
方
局
の
業
務
の
う
ち
、
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
と
地
方
財
政
委
員
会
が
所
掌

し
な
い
業
務
を
内
事
局
が
引
き
継
い
だ
形
と
な
る
が
、
地
方
行
政
の
中
央
監
督
庁
は
不

要
と
す
る
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（General 

Headquarters

）
の
方
針
も

あ
り
、
内
事
局
は
監
督
権
限
の
な
い
形
で
業
務
や
文
書
を
引
き
継
ぐ
存
在
だ
っ
た
。
昭

和
二
三
年
三
月
、
内
事
局
は
廃
止
さ
れ
、
所
掌
事
務
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
総

理
庁
官
房
自
治
課
が
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
３

。 

 

昭
和
二
四
年
六
月
、
総
理
庁
官
房
自
治
課
と
地
方
財
政
委
員
会
を
統
合
し
、
総
理
府

の
外
局
と
し
て
地
方
自
治
庁
が
設
置
さ
れ
る
４

。
地
方
自
治
庁
に
は
、
長
官
官
房
、
連
絡

行
政
部
、
財
政
部
、
地
方
自
治
委
員
会
議
が
置
か
れ
た
。
昭
和
二
五
年
、
総
理
府
に
再

び
地
方
財
政
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

 

昭
和
二
七
年
八
月
、自
治
庁
設
置
法（
昭
和
ニ
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
六
一
号
）

が
施
行
さ
れ
、
総
理
府
の
外
局
と
し
て
自
治
庁
が
設
置
さ
れ
る
５

。
こ
の
時
、
全
国
選
挙

管
理
委
員
会
と
昭
和
二
五
年
に
設
置
さ
れ
た
地
方
財
政
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
、
自
治
庁

の
下
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
、
地
方
財
政
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
自
治
庁
の
部
局
は
、

長
官
官
房
、
行
政
部
、
選
挙
部
、
財
政
部
、
税
務
部
と
な
っ
て
い
る
。
長
官
官
房
に
は

総
務
課
、
会
計
課
、
調
査
課
、
行
政
部
に
は
行
政
課
と
公
務
員
課
、
選
挙
部
に
は
選
挙

課
と
管
理
課
、
財
政
部
に
は
財
政
課
と
理
財
課
、
税
務
部
に
は
府
県
税
課
と
市
町
村
税

課
が
置
か
れ
て
い
る
（
表
２
）
６

。

 

 

昭
和
三
一
年
、
地
方
財
政
再
建
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
九
日
法
律
第

一
九
五
号
）
を
担
当
す
る
部
署
と
し
て
、
長
官
官
房
に
財
政
再
建
課
を
設
け
た
７

。
昭
和

三
二
年
に
は
「
部
」
を
「
局
」
に
改
め
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
三
三
年
、
長
官
官
房
財

政
再
建
課
と
調
査
課
を
廃
止
し
、
財
政
局
に
財
政
再
建
課
、
調
査
課
を
設
け
て
い
る
。

ま
た
昭
和
三
四
年
に
財
政
局
に
公
営
企
業
課
を
設
け
た
。 

 

昭
和
三
五
年
七
月
、
自
治
庁
と
国
家
消
防
本
部
が
統
合
さ
れ
、
自
治
省
が
設
置
さ
れ

た
。
自
治
省
の
外
局
と
し
て
消
防
庁
が
加
わ
る
ほ
か
は
、
内
部
部
局
は
自
治
庁
と
同
様

の
形
と
な
っ
て
い
る
。 

 

内
務
省
解
体
か
ら
自
治
省
設
置
ま
で
の
変
遷
で
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

内
務
省
解
体
時
に
別
組
織
と
さ
れ
た
選
挙
業
務
や
財
政
業
務
は
、
地
方
自
治
庁
、
自
治

庁
へ
と
変
遷
を
た
ど
る
中
で
再
び
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
変
遷
か

ら
、
内
務
省
地
方
局
の
所
管
業
務
は
自
治
省
の
所
管
業
務
の
中
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

総務課
会計課
調査課
行政課
公務員課
選挙課
管理課
財政課
理財課
府県税課
市町村税課

審議会 地方財政審議会
中央選挙管理会
自治紛争調停委員

表２ 自治庁機構  昭和27年8月時点

内部部局

⻑官官房

行政部

選挙部

財政部

税務部

五
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一一
．．
三三  

自自
治治
省省
時時
代代
のの
変変
遷遷  

  

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
七
月
の
自
治
省
設
置
時
の
内
部
部
局

は
、
大
臣
官
房
、
行
政
局
、
選
挙
局
、
財
政
局
、
税
務
局
と
い
う
構

成
で
あ
る
。
大
臣
官
房
に
は
総
務
課
、
文
書
広
報
課
、
会
計
課
、
行

政
局
に
は
行
政
課
、
公
務
員
課
、
振
興
課
、
選
挙
局
に
は
選
挙
課
、

管
理
課
、
財
政
局
に
は
財
政
課
、
理
財
課
、
公
営
企
業
課
、
財
政
再

建
課
、
調
査
課
、
税
務
局
に
は
府
県
税
課
、
市
町
村
税
課
、
固
定
資

産
税
管
理
官
が
置
か
れ
て
い
る
（
表
３
）
８

。 

 

こ
の
後
の
主
な
変
遷
を
ま
と
め
る
と
、
税
務
局
固
定
資
産
税
管
理

官
が
固
定
資
産
税
課
に
な
り
（
昭
和
三
五
年
一
二
月
）、
財
政
局
に
交

付
税
課
が
置
か
れ
（
三
七
年
）、
財
政
局
理
財
課
が
地
方
債
課
へ
改
称

さ
れ
て
い
る
（
三
八
年
）。
昭
和
三
九
年
に
は
大
臣
官
房
に
企
画
室
が

設
置
さ
れ
、
全
国
総
合
開
発
に
関
す
る
業
務
を
担
当
し
た
。
ま
た
財

政
局
財
政
再
建
課
を
指
導
課
に
改
め
て
い
る
９

。
昭
和
四
一
年
、
財
政

局
調
査
課
を
廃
止
し
、
公
営
企
業
課
を
第
一
課
と
第
二
課
に
分
け
た
。

昭
和
四
二
年
に
は
行
政
局
に
公
務
員
部
を
設
け
、
そ
の
下
に
公
務
員

第
一
課
、
公
務
員
第
二
課
、
給
与
課
、
福
利
課
を
置
い
た
。 

  
 

表３ 自治省機構  昭和35年7月時点
総務課
文書広報課
会計課
行政課
公務員課
振興課
選挙課
管理課
財政課
理財課
財政再建課
調査課
公営企業課
府県税課
市町村税課
固定資産税管理官

外局 消防庁

内部部局

審議会

大臣官房

税務局

地方財政審議会
奄美群島復興審議会
中央選挙管理会
自治紛争調停委員

行政局

選挙局

財政局

表４ 自治省機構 昭和43年7月時点
総務課
文書広報課
会計課
企画室
行政課
振興課
公務員部
選挙部
財政課
地方債課
指導課
公営企業第一課
公営企業第二課
交付税課
府県税課
市町村税課
固定資産税課

外局

内部部局

大臣官房

行政局

財政局

税務局

消防庁

審議会
地方財政審議会
奄美群島復興審議会
中央選挙管理会
自治紛争調停委員

六

地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て
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自
治
省
の
内
部
部
局
の
変
更
で
最
も
大
き
な
も
の
は
、
昭
和
四
三
年
の
選
挙
局
の
廃

止
で
あ
る
。
選
挙
局
が
廃
止
さ
れ
、
行
政
局
に
選
挙
部
が
設
置
さ
れ
た
。
選
挙
部
の
下

に
選
挙
課
、
管
理
課
が
置
か
れ
た
（
表
４
）。 

こ
の
後
、
課
室
の
増
減
は
あ
る
も
の
の
、
行
政
局
、
財
政
局
、
税
務
局
の
三
局
か
ら

な
る
基
本
的
な
内
部
部
局
の
構
成
は
自
治
省
廃
止
ま
で
維
持
さ
れ
た
。
自
治
省
が
廃
止

さ
れ
、
総
務
省
が
設
置
さ
れ
る
と
、
行
政
局
、
財
政
局
、
税
務
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
総
務

省
自
治
行
政
局
、
自
治
財
政
局
、
自
治
税
務
局
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

一一
．．
四四  

自自
治治
庁庁
・・
自自
治治
省省
のの
所所
掌掌
事事
務務  

  

こ
こ
ま
で
内
務
省
か
ら
自
治
省
そ
し
て
総
務
省
に
至
る
地
方
行
政
組
織
の
変
遷
を
追

っ
て
き
た
。
で
は
、
地
方
行
政
を
掌
る
国
の
行
政
機
関
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業

務
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。文
書
は
業
務
に
付
随
し
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

移
管
さ
れ
て
い
る
文
書
が
ど
の
業
務
に
付
随
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
理
解
す

る
た
め
に
も
所
掌
事
務
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

局
レ
ベ
ル
の
所
掌
事
務
は
自
治
庁
設
置
法
及
び
自
治
省
設
置
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

て
い
る
。
自
治
省
設
置
法
は
自
治
庁
設
置
法
を
改
正
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
自
治

庁
」
を
「
自
治
省
」
へ
読
み
替
え
る
、「
長
官
」
を
「
大
臣
」
に
読
み
替
え
る
、
消
防
庁

の
規
程
を
加
え
る
ほ
か
は
変
更
が
な
く
、
内
部
部
局
の
所
掌
事
務
は
自
治
庁
時
代
と
同

一
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
10

。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
自
治
庁
設
置
法
に
定
め
ら
れ
た

所
掌
事
務
を
基
本
と
し
て
進
め
て
い
く
11

。 

 

自
治
庁
設
置
法
第
三
条
で
、次
の
よ
う
に
自
治
庁
の
主
な
任
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

 

自
治
庁
は
、
民
主
政
治
の
基
盤
を
な
す
地
方
自
治
及
び
公
職
選
挙
等
に
関
す
る
各

種
の
制
度
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
そ
の
運
営
の
指
導
に
当
た
る
と
と
も
に
、
国

と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
及
び
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
連
絡
協
調
を
図
り
、

も
っ
て
、
地
方
自
治
の
本
旨
の
実
現
と
民
主
政
治
の
確
立
に
資
す
る
こ
と
を
任
務

と
す
る
。 

  

こ
う
し
た
任
務
を
果
た
す
た
め
に
、
長
官
官
房
、
行
政
部
、
選
挙
部
、
財
政
部
、
税

務
部
で
以
下
の
よ
う
な
所
掌
事
務
を
分
担
し
て
い
る
。 

 

第
九
条 

長
官
官
房
の
所
掌
事
務
（
地
方
行
政
に
関
す
る
項
目
の
み
） 

五 

所
管
行
政
の
考
査
を
行
う
こ
と
。 

六 

所
管
行
政
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

九 

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
一
般
的
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

一
四 

所
管
行
政
に
関
す
る
調
査
、
統
計
の
作
成
及
び
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
部

内
の
調
整
を
図
る
こ
と
。 

一
五 

地
方
公
共
団
体
の
財
務
に
関
係
の
あ
る
事
務
に
つ
い
て
報
告
を
徴
取
し
、

調
査
し
、
及
び
助
言
す
る
こ
と
。 

一
六 

地
方
公
共
団
体
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
行
政
及
び
財
政

に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
を
行
う
こ
と
。 

 

第
一
〇
条 

行
政
部
の
所
掌
事
務 

一 

国
家
行
政
組
織
法
第
一
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
く
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限

の
行
使
に
つ
い
て
補
佐
す
る
こ
と
。 

二 

地
方
自
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
国
の
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
運
営
に
関
し
、

必
要
な
意
見
を
関
係
行
政
機
関
に
申
し
出
る
こ
と
。 

三 
地
方
自
治
法
に
基
く
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
補
佐
す
る
こ

と
。 

四 

地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
制
度
を
企
画
し
、
及
び
立
案
す

七
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る
こ
と
。 

五 
行
政
書
士
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

六 
地
方
公
務
員
に
関
す
る
制
度
を
企
画
し
、
及
び
立
案
す
る
こ
と
。 

七 

地
方
公
共
団
体
の
人
事
行
政
に
対
し
て
協
力
し
、
及
び
技
術
的
助
言
を
行
う

こ
と
。 

八 

町
村
職
員
恩
給
組
合
及
び
町
村
職
員
恩
給
組
合
連
合
会
に
関
す
る
事
務
を
行

う
こ
と
。 

九 

地
方
職
員
共
済
組
合
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。 

 

第
一
一
条 

選
挙
部
の
所
掌
事
務 

一 

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
の
規
定
を
準
用
す
る
法
律
に
基
く
選
挙
に
関
す
る
調

査
を
行
い
、
資
料
を
収
集
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
制
度
を
企
画
し
、
及
び
立

案
す
る
こ
と
。 

二 

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
及
び
日
本
国
憲
法
改
正
の
国
民
の
承
認
に

関
す
る
投
票
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
資
料
を
収
集
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の

制
度
を
企
画
し
、
及
び
立
案
す
る
こ
と
。 

三 

地
方
公
共
団
体
の
住
民
に
よ
る
各
種
の
直
接
請
求
に
基
く
投
票
に
関
す
る
調

査
を
行
い
、
資
料
を
収
集
し
、
並
び
に
そ
の
制
度
を
企
画
し
、
及
び
立
案
す

る
こ
と
。 

四 

一
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
の
制
定
の
た
め
に
投
票
に

関
す
る
調
査
を
行
い
、
資
料
を
収
集
し
、
並
び
に
そ
の
制
度
を
企
画
し
、
及

び
立
案
す
る
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
、
投
票
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
の
施

行
準
備
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
選
挙
、
投
票
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官

の
国
民
審
査
の
普
及
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

政
党
そ
の
他
政
治
団
体
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。 

九 

第
五
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
関
す
る
予
算
の
要

求
及
び
配
付
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
一
二
条 

財
政
部
の
所
掌
事
務 

一 

地
方
公
共
団
体
の
財
政
に
関
す
る
制
度
（
地
方
税
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）

を
企
画
し
、
及
び
立
案
す
る
こ
と
。 

二 

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
総
額
の
見
積
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
配
分
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
減
額
又
は
返
還
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

地
方
債
の
発
行
を
許
可
す
る
こ
と
。 

六 

地
方
公
共
団
体
の
財
政
資
金
の
調
達
に
関
し
て
あ
っ
旋
す
る
こ
と
。 

七 

当
せ
ん
金
附
証
票
を
発
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
の
指
定
及
び
地
方
公
共
団

体
の
行
う
当
せ
ん
金
附
証
票
の
発
売
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

地
方
競
馬
、
自
転
車
競
技
及
び
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
市
町
村
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
一
三
条 

税
務
部
の
所
掌
事
務 

一 
地
方
税
に
関
す
る
制
度
を
企
画
し
、
及
び
立
案
す
る
こ
と
。 

二 
地
方
公
共
団
体
の
課
税
権
の
帰
属
そ
の
他
地
方
税
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が
意
見
を
異
に
す
る
場
合
に
お
い
て
、決
定
し
、

又
は
裁
決
し
、
及
び
市
町
村
民
税
の
う
ち
法
人
税
割
の
分
割
に
関
し
て
裁
定

八
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し
、
又
は
裁
決
す
る
こ
と
。 

三 
附
加
価
値
税
の
課
税
標
準
と
す
べ
き
附
加
価
値
の
分
割
に
関
す
る
更
正
又
は

決
定
に
つ
い
て
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に

対
し
て
指
示
す
る
こ
と
。 

四 

固
定
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
、
技
術
的
援
助
及
び
助
言
を
与
え
る
こ
と
。 

五 

国
又
は
都
道
府
県
知
事
が
評
価
す
る
固
定
資
産
の
指
定
そ
の
他
の
事
務
に
関

す
る
こ
と
。 

六 

法
定
外
普
通
課
税
の
新
設
又
は
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。 

  

自
治
庁
・
自
治
省
の
所
掌
事
務
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
・
運
営
、
財
政
、
税
制

に
関
す
る
制
度
を
企
画
、
立
案
す
る
こ
と
の
他
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
申
し
出
や
申

請
な
ど
を
受
け
、
助
言
や
許
可
な
ど
を
与
え
る
も
の
が
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
と
の
や

り
取
り
が
業
務
の
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

二二  

自自
治治
庁庁
・・
自自
治治
省省
にに
おお
けけ
るる
文文
書書
管管
理理
体体
制制  

 

二二
．．
一一  

自自
治治
庁庁
・・
自自
治治
省省
にに
おお
けけ
るる
文文
書書
管管
理理
部部
門門  

 

こ
こ
で
は
、
自
治
庁
・
自
治
省
に
お
け
る
文
書
管
理
体
制
を
、
担
当
課
室
や
文
書
管

理
規
則
か
ら
確
認
し
て
い
く
。
総
理
庁
官
房
自
治
課
時
代
や
地
方
自
治
庁
の
時
代
に
つ

い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
担
当
課
室
や
規
則
が
分
か
る
資
料
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た

め
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。 

 

自
治
庁
長
官
官
房
総
務
課
の
事
務
を
規
定
す
る
自
治
庁
組
織
令
第
二
条
の
第
十
一
項

で
「
公
文
書
類
を
接
受
し
、
発
送
し
、
編
集
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
。」
と
文
書
管
理

を
担
当
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
12

。 

 

自
治
省
で
は
大
臣
官
房
に
文
書
広
報
課
が
置
か
れ
た
。
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、

編
集
、
保
存
と
い
う
一
般
的
な
文
書
管
理
の
ほ
か
に
、
地
方
公
共
団
体
の
求
め
に
応
じ

て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
行
政
及
び
財
政
の
総
合
的
な
調
査
を
行
う
こ
と
、
所
管
行
政

に
関
す
る
調
査
、
統
計
の
作
成
及
び
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
の
部
内
の
調
整
を
図
る
こ

と
、
地
方
自
治
及
び
公
職
選
挙
等
に
関
す
る
統
計
及
び
資
料
を
編
集
し
、
保
存
し
、
及

び
配
架
す
る
こ
と
等
が
所
管
事
務
と
さ
れ
た
13

。 

 

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
の
機
構
で
は
大
臣
官
房
文
書
課
と
し
て
、
広
報
業
務
が
切

り
離
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
段
階
で
文
書
課
へ
変
更
さ
れ
た
の
か
は
現
時

点
で
は
不
明
で
あ
る
。 

 

二二
．．
二二  

自自
治治
庁庁
にに
おお
けけ
るる
文文
書書
管管
理理
規規
程程  

 

中
野
目
徹
・
熊
本
史
雄
編
『
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集 

中
央
行
政
機
関

編
』
に
よ
り
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
の
自
治
庁
の
文
書
管
理
関
係
の
規
程
、
平

成
八
年
（
一
九
九
六
）
の
自
治
省
文
書
管
理
規
程
が
判
明
す
る
14

。
こ
の
ほ
か
に
、
佐
野

小
門
太
編
述
『
文
書
統
計
事
務
提
要
』
第
二
巻
に
、
昭
和
五
三
年
の
自
治
省
文
書
決
裁

規
程
、
昭
和
五
一
年
の
自
治
省
文
書
管
理
規
程
、
昭
和
三
九
年
に
出
さ
れ
た
「
自
治
省

文
書
管
理
の
手
引
」
が
確
認
で
き
る
15

。
残
念
な
が
ら
現
状
で
は
こ
れ
以
外
の
文
書
管

理
規
程
類
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
自
治
庁
・
自
治
省
に
お
け
る
文
書
管

理
規
程
の
変
遷
を
詳
細
に
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
自
治
庁
や
自
治
省
で
ど
の

よ
う
な
文
書
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
情

報
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
か
ら
自
治
庁
・
自
治
省
の
文
書
管
理
体
制
の
一
端
を
明
ら

か
に
し
た
い
。 

 

自
治
庁
で
は
文
書
決
裁
規
程
、
文
書
取
扱
規
程
、
文
書
保
存
規
程
と
い
う
文
書
管
理

に
関
す
る
三
つ
の
規
程
が
確
認
で
き
る
。
文
書
決
裁
規
程
は
、
文
書
の
決
裁
者
と
決
裁
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事
項
を
整
理
し
た
も
の
で
、
長
官
の
決
裁
が
必
要
な
も
の
、
事
務
次
官
が
専
決
で
き
る

も
の
、
官
房
長
又
は
局
長
が
専
決
で
き
る
も
の
、
課
長
が
専
決
で
き
る
も
の
に
分
類
し

て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
程
は
昭
和
三
三
年
六
月
二
三
日
自
治
庁
訓
令
第
三
号
と

し
て
制
定
さ
れ
た
。 

 

文
書
取
扱
規
程
は
、
自
治
庁
が
作
成
・
取
得
す
る
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
た

も
の
で
、
昭
和
二
七
年
八
月
一
日
自
治
省
訓
令
第
三
号
と
し
て
制
定
さ
れ
、
昭
和
三
三

年
六
月
二
七
日
自
治
庁
訓
令
第
四
号
で
改
正
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
参
照
し
て
い
る
の

は
昭
和
三
三
年
の
改
正
版
で
あ
る
。
こ
の
規
程
で
は
次
の
文
書
を
総
務
課
取
扱
文
書
と

し
て
、
長
官
官
房
総
務
課
で
成
案
後
の
審
査
及
び
進
達
を
取
り
扱
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。 

一
、 

内
閣
総
理
大
臣
、
長
官
、
政
務
次
官
、
事
務
次
官
、
官
房
長
、
局
長
、
課
長
、

長
官
官
房
、
調
査
官
、
本
庁
、
局
、
課
、
参
与
、
地
方
財
政
審
議
会
、
地
方

財
政
審
議
会
の
会
長
若
し
く
は
委
員
、
自
治
紛
争
調
停
委
員
又
は
当
庁
が
庶

務
を
行
う
委
員
会
等
若
し
く
は
そ
の
委
員
等
あ
て
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の 

二
、 

内
閣
総
理
大
臣
、
長
官
、
政
務
次
官
、
事
務
次
官
又
は
本
庁
の
名
で
実
施
す

る
も
の 

三
、 

内
閣
総
理
大
臣
、
長
官
、
政
務
次
官
又
は
事
務
次
官
の
決
裁
を
要
す
る
も
の 

四
、 

長
官
、
政
務
次
官
又
は
事
務
次
官
の
閲
覧
を
要
す
る
も
の 

五
、 

他
の
行
政
機
関
と
合
議
を
要
す
る
も
の 

こ
れ
以
外
の
文
書
の
成
案
後
の
審
査
及
び
進
達
は
、
主
務
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。 

 

他
機
関
か
ら
接
受
す
る
文
書
は
、
総
務
課
で
受
け
取
り
、
庁
内
の
適
切
な
宛
先
へ
回

送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

文
書
の
保
管
に
つ
い
て
は
、「
施
行
済
の
文
書
は
文
書
整
理
棚
等
に
整
理
し
て
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
。 

文
書
保
存
規
程
は
、
文
書
の
保
存
区
分
や
保
存
方
法
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
昭

和
三
一
年
一
月
一
日
自
治
省
訓
令
第
一
号
と
し
て
制
定
さ
れ
、
昭
和
三
三
年
六
月
二
七

日
自
治
省
訓
令
第
四
号
で
改
正
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
参
照
し
て
い
る
の
は
昭
和
三
三

年
の
改
正
版
で
あ
る
。 

文
書
の
保
存
区
分
に
関
す
る
規
程
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

甲
類 

永
久
保
存 

乙
類 

十
年
保
存 

丙
類 

五
年
保
存 

丁
類 

三
年
保
存 

 

こ
の
区
分
は
別
表
第
一
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
別
表
第
一
は
省
略
さ
れ

て
い
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
文
書
分
類
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
実
態
は
不
明
で

あ
る
。 

 

処
理
済
文
書
は
、「
主
務
課
に
お
い
て
、
処
理
済
の
順
序
に
従
い
、
努
め
て
、
そ
の
保

存
区
分
及
び
文
書
の
種
類
ご
と
に
仮
つ
づ
り
」し
た
後
、暦
年
又
は
会
計
年
度
ご
と
に
、

完
結
の
順
序
に
よ
り
つ
づ
り
込
み
、
目
録
を
付
し
て
編
集
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

編
集
さ
れ
た
保
存
文
書
の
う
ち
、
甲
類
、
乙
類
、
丙
類
に
属
す
る
も
の
を
、
完
結
の
日

の
属
す
る
年
の
翌
々
年
二
月
末
日
ま
で
に
総
務
課
長
に
引
き
継
ぐ
こ
と
も
定
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
文
書
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
甲
類
、
乙
類
、
丙
類
は
総
務
課
長
が
文

書
庫
に
保
管
し
、
丁
類
は
主
務
局
長
が
保
管
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。 

 

文
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
乙
類
、
丙
類
に
関
し
て
は
保
存
期
間
満
了
時
に
総
務
課

長
が
主
務
局
長
と
協
議
の
上
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
、
丁
類
は
主
務
局
長
が
廃
棄
処
分
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

二二
．．
三三  

自自
治治
省省
にに
おお
けけ
るる
文文
書書
管管
理理
規規
程程  
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自
治
省
文
書
決
裁
規
程
は
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
八
月
一
日
自
治
省
訓
令
第

八
号
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
確
認
で
き
る
の
は
昭
和
五
三
年
四
月
一
日
自
治
省

訓
令
第
一
号
で
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
決
裁
規
程
は
、
文
書
の
決
裁
権
者
と

決
裁
事
項
を
整
理
し
た
も
の
に
な
る
が
、
決
裁
権
者
の
他
、
合
議
者
、
文
書
施
行
名
義

者
が
決
裁
事
項
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

自
治
省
文
書
管
理
規
程
は
、
昭
和
三
九
年
一
月
二
八
日
自
治
省
訓
令
第
一
号
と
し
て

制
定
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
昭
和
五
一
年
九
月
二
四
日
自
治
省
訓
令
第
七
号
で
改
正
さ

れ
た
も
の
（
以
下
、
昭
和
五
一
年
改
正
版
と
記
す
）
と
平
成
八
年
六
月
二
八
日
自
治
省

訓
令
第
三
号
で
改
正
さ
れ
た
も
の
（
以
下
、
平
成
八
年
改
正
版
と
記
す
）
を
取
り
上
げ

る
。 自

治
省
文
書
管
理
規
程
は
、
自
治
省
に
お
け
る
文
書
作
成
、
取
扱
い
、
保
管
の
原
則
、

文
書
管
理
組
織
、
文
書
の
接
受
及
び
配
付
、
文
書
の
決
裁
及
び
供
覧
、
文
書
の
施
行
、

文
書
の
整
理
保
管
及
び
保
存
、
文
書
の
貸
出
、
秘
密
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
九
年
以
前
の
文
書
管
理
規
程
を
大
幅
に
改
正
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

昭
和
三
九
年
に
出
さ
れ
た
「
自
治
省
文
書
管
理
の
手
引
」
で
は
昭
和
三
九
年
の
文
書

管
理
規
程
の
改
正
に
つ
い
て
、「
文
書
管
理
の
近
代
化
と
合
理
化
を
図
り
、
事
務
処
理
の

能
率
化
を
促
進
す
る
た
め
」
と
そ
の
目
的
を
説
明
し
、
次
の
よ
う
な
見
直
し
を
行
っ
た

と
し
て
い
る
。 

 

二
重
登
録
の
弊
を
是
正
し
、
か
つ
処
理
状
況
の
追
求
を
容
易
に
す
る
た
め
、
文

書
の
接
受
お
よ
び
発
送
に
係
る
帳
簿
を
カ
ー
ド
方
式
に
切
り
替
え
る
。 

文
書
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
文
書
の
整
理
保
管
に
つ
い
て
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

方
式
を
採
用
し
、
新
た
に
文
書
分
類
表
お
よ
び
文
書
保
存
年
限
表
に
よ
っ
て
分

類
し
、
保
管
お
よ
び
保
存
す
る
こ
と
と
す
る
。 

文
書
に
つ
い
て
の
事
務
分
担
を
明
確
に
し
、
文
書
管
理
の
迅
速
化
と
保
存
の
適

正
化
を
確
保
す
る
た
め
、
各
課
に
文
書
主
任
官
お
よ
び
文
書
整
理
担
当
者
を
お

く
こ
と
と
す
る
。 

 

 

こ
の
よ
う
に
、
自
治
省
に
お
け
る
文
書
管
理
に
、
カ
ー
ド
方
式
に
よ
る
整
理
や
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
保
管
や
保
存
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
、
各
課
に
お
け
る
文
書

管
理
担
当
者
の
明
確
化
が
主
な
変
更
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
自
治
省
文
書
管
理

の
手
引
」
で
は
、
カ
ー
ド
の
記
入
方
法
や
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
つ
い
て

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

昭
和
五
一
年
改
正
版
の
文
書
管
理
規
程
で
は
、
大
臣
官
房
文
書
広
報
課
長
を
自
治
省

に
お
け
る
文
書
管
理
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
職
と
定
め
て
い
る
。
文
書
広
報
課
長

の
指
揮
監
督
の
下
、
各
課
に
置
か
れ
た
文
書
主
任
官
、
文
書
整
理
担
当
者
が
各
課
の
文

書
管
理
の
実
務
を
担
う
体
制
が
取
ら
れ
た
。 

 

文
書
の
整
理
保
管
及
び
保
存
に
関
す
る
規
程
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず

主
務
課
で
整
理
保
管
す
る
文
書
は
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
分
類
さ
れ
た

フ
ォ
ル
ダ
ー
に
収
納
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
当
該
年
度
を
上
の
二
段
に
、
前
年
度
の
も
の

を
下
二
段
に
整
理
し
て
収
納
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
文
書
が
完
結
し
た
日
の
属
す
る
年

度
の
翌
年
度
か
ら
一
年
間
は
主
務
課
で
保
管
し
、
保
存
期
間
が
経
過
し
た
文
書
は
、
文

書
主
任
官
か
ら
文
書
課
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

文
書
広
報
課
長
は
各
課
か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
文
書
に
つ
い
て
、
年
度
別
、
分
類

記
号
別
に
整
理
し
て
文
書
庫
に
保
存
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

文
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
各
課
で
保
管
を
必
要
と
し
な
い
文
書
や
保
管
期
限
を
経

過
し
た
文
書
は
、
文
書
主
任
官
が
課
長
の
決
裁
を
受
け
て
廃
棄
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
文
書
課
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
保
存
年
限
が
経
過
し
た
文

書
を
、文
書
広
報
課
長
と
関
係
課
長
が
協
議
し
て
廃
棄
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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表５ 自治省の文書保存年限区分表（昭和51年版自治省文書管理規程より）
保存年限 内容 保存年限 内容

法律、政令又は省令の制定又は改廃に関するもの 訓令、通達、告示、内規、例規等で重要でないもの
訓令、通達、告示、内規、例規等で重要なもの 閣議に提出したもので重要でないもの
閣議に提出したもので重要なもの カード、台帳等の帳票で重要でないもの
歴史の徴考となるべきもの 報告、届出、復命又は調査で重要なもの
カード、台帳等の帳票で重要なもの 国会の質疑に対する応答又は関係資料で重要なもの
諮問又は答申 認可、許可、指令又は契約で重要でないもの
報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの 公益法人の監督に関するもので重要でないもの
国会の質疑に対する応答又は関係資料で特に重要な
もの

請願

許可、認可、指令又は契約等で重要なもの 建議又は陳情で特に重要なもの
公益法人の設立の許可又は許可の取消その他監督上
重要な事項に関するもの

国際条約又は国際会議に関するもので重要でないも
の

不服申立てに対する決定等に関するもの
全国知事会議又は各都道府県関係課⻑会議に関する
もので重要なもの

国際条約又は国際会議に関するもので重要なもの 職員の給与に関するもの

本省調製の各種統計、年報等
叙位叙勲に関するもので重要でないもの及び褒章条
例等による各種表彰に関するもの

叙位叙勲に関するもので重要なもの 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの
職員の進退、身分又は賞罰に関するもの 上記のほか、10年の保存を必要と認めるもの
恩給に関するもの
各種審議会等の委員、幹事等の任免に関するもの
各種審議会等の議事録その他重要な資料
職員、各種審議会等の委員、幹事の履歴書
予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの
上記のほか、永久保存を必要と認めるもの

永久

10年

保存年限 内容 保存年限 内容
国会の質疑に対する応答又は関係資料で重要でない
もの

建議又は陳情で重要でないもの

報告、届出、復命又は調査で重要でないもの 広報に関するもので重要でないもの
建議又は陳情で重要なもの 取り下げ又は返れい書類
広報に関するもので重要なもの 省内通知及び回答文書
全国知事会議又は各都道府県関係課⻑会議に関する
もので重要でないもの

職員の諸届で軽易なもの

職員の旅行命令 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの
職員の諸届出で重要なもの 上記のほか、2年又は1年の保管を必要と認めるもの
カード、台帳の帳票
予算、決算又は出納に関するもので他の類に属しな
いもの
上記のほか、5年の保存を必要と認めるもの

5年

2年又は
1年

一
二

地
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保
存
文
書
の
範
囲
や
保
存
年
限
は
、
文
書
保
存
年
限
区
分
表
を
基
準
に
文
書
広
報
課

長
が
各
課
ご
と
に
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
文
書
保
存
年
限
区
分
表
は
表
５
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
法
律
、
政
令
、
省
令
の
制
定
や
改
廃
に
関
す
る
文
書
や
各
種
の
「
特
に

重
要
」
か
「
重
要
」
な
文
書
が
永
久
と
さ
れ
、
一
〇
年
、
五
年
は
永
久
文
書
よ
り
も
重

要
性
が
低
い
と
さ
れ
る
も
の
が
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
二
年
又
は
一
年
の

保
存
年
限
と
さ
れ
る
も
の
は
省
内
の
通
知
や
職
員
の
届
で
軽
易
な
も
の
な
ど
と
さ
れ
、

日
常
的
に
作
成
さ
れ
る
定
型
的
な
文
書
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
文
書
保
存
年
限
区
分
表
を
基
準
に
定
め
ら
れ
た
文
書
分
類
表
は
、
昭
和
五
三
年

五
月
二
日
に
改
正
さ
れ
た
も
の
が
確
認
で
き
る
。
文
書
分
類
表
は
第
一
分
類
、
第
二
分

類
、
第
三
分
類
、
補
助
分
類
に
よ
り
文
書
を
分
類
し
、
分
類
別
に
文
書
の
保
存
年
限
を

設
定
し
て
い
る
表
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
分
類
「A

総
務
」、
第
二
分
類
「A0

総
括
」、

第
三
分
類
「A00

総
括
」、
補
助
分
類
「1 

陳
情
要
望
書
」、
保
存
年
限
「1

年
」
の
よ

う
に
英
数
字
の
記
号
を
割
り
振
っ
て
い
る
。
第
一
分
類
は
「「B

文
書
広
報
」「F

行
政
」

「R

地
方
債
」「W

府
県
税
」
の
よ
う
に
担
当
課
別
の
分
類
で
、
第
二
分
類
、
第
三
分
類
、

補
助
分
類
に
よ
り
具
体
的
な
業
務
と
そ
れ
に
付
随
す
る
文
書
を
分
類
し
て
い
る
。 

 

平
成
八
年
改
正
版
の
自
治
省
文
書
管
理
規
程
は
、
昭
和
五
一
年
版
と
比
較
し
て
大
き

く
二
つ
の
変
更
点
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
大
臣
官
房
文
書
広
報
課
が
分
離
さ
れ
、

文
書
課
が
設
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
組
織
変
更
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
は
現

時
点
で
不
明
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
は
国
立
公
文
書
館
へ
の
文
書
の
移
管
に
関
す
る
規
程
の
追
加
で
あ
る
。
自

治
省
文
書
管
理
規
程
第
四
四
条
の
二
は
、「
文
書
課
長
は
、
保
存
文
書
の
う
ち
、
国
立
公

文
書
館
で
保
存
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
四
三
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
課
長
に
協
議
し
て
、
当
該
保
存
文
書
を
国
立
公

文
書
館
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
あ
り
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
保
存
文
書
の
移
管

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
四
三
条
一
項
は
文
書
の
保
存
に
関
す
る
規
定
で
、
文
書
課
長

が
主
務
課
か
ら
引
継
ぎ
を
受
け
た
文
書
を
整
理
し
て
文
書
庫
に
保
存
す
る
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
。
そ
の
保
存
文
書
の
中
で
、
国
立
公
文
書
館
で
保
存
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
文
書
を
移
管
す
る
と
い
う
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。 

 

こ
の
移
管
に
関
す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
年
代
が
い
つ
な
の
か
は
、
自
治
省
の
文
書

管
理
体
制
の
変
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
観
点
に
な
る
が
、現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。

 

 

自
治
庁
・
自
治
省
の
文
書
管
理
規
程
に
お
け
る
共
通
点
と
し
て
、
文
書
の
保
管
・
保

存
体
制
を
指
摘
で
き
る
。
主
務
課
で
作
成
さ
れ
た
文
書
は
、
完
結
し
た
年
度
の
翌
年
か

翌
々
年
ま
で
主
務
課
で
保
管
し
、
保
存
を
必
要
と
す
る
文
書
は
総
務
課
や
文
書
課
に
引

き
継
が
れ
、
総
務
課
や
文
書
課
の
書
庫
で
保
存
さ
れ
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
。 

 

三三  

移移
管管
文文
書書
群群
のの
特特
徴徴  

 

三三
．．
一一  

自自
治治
省省
かか
らら
移移
管管
ささ
れれ
たた
文文
書書
群群  

  

自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
を
、
移
管
年
度
別
に
集
計
す
る
と
表
６
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
16

。
自
治
省
か
ら
の
最
初
の
移
管
は
昭
和
四
八
年
度
（
一
九
七
三
）
の
も
の

で
、
目
録
上
「
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）」
全
三
〇
九
冊
の
文
書
群
と
し
て
整
理

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
群
が
ど
の
よ
う
な
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
は
、
永
桶

由
雄
「
自
治
省
よ
り
移
管
さ
れ
た
内
務
省
関
係
公
文
書
に
つ
い
て
」
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
17

。
た
だ
、
こ
の
文
書
群
に
は
、
一
冊

の
み
だ
が
、
総
理
庁
官
房
自
治
課
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
点
は
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
総
理
庁
官
房
自
治
課
の
時
代
は
、
内
務
省
解
体
か
ら
地
方
自
治
庁

設
立
ま
で
の
一
年
あ
ま
り
の
短
い
期
間
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
に
作
成
・
取
得
さ
れ
た

文
書
も
自
治
省
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 

一
三

地
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政
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係
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次
の
移
管
は
昭
和
五
一
年
度
（
一
九
七
六
）
で
、「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」

と
整
理
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
や
境
界
変
更
に
関
す
る
文
書
、
八
七
一
冊
が

移
管
さ
れ
て
い
る
。
五
一
年
度
移
管
分
で
は
昭
和
一
九
年
の
文
書
一
冊
、
昭
和
二
二
年

の
文
書
一
冊
と
計
二
冊
分
は
内
務
省
地
方
局
時
代
の
文
書
を
含
む
が
、
残
り
は
昭
和
二

三
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
の
文
書
で
、
総
理
庁
官
房
自
治
課
、
地
方
自
治
庁
、
自
治

庁
、
自
治
省
の
時
代
の
文
書
と
な
る
。
作
成
・
取
得
部
局
は
目
録
上
省
略
さ
れ
て
記
載

さ
れ
た
も
の
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
補
っ
た
形
で
示
せ
ば
、
地
方
自
治
庁
連
絡
行
政
部

行
政
課
、
自
治
庁
行
政
部
行
政
課
、
自
治
庁
行
政
部
振
興
課
、
自
治
庁
行
政
局
振
興
課
、

自
治
省
行
政
局
振
興
課
と
な
る
。 

市
町
村
の
廃
置
分
合
や
境
界
変
更
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
四
月
一
七
日

法
律
第
六
七
号
）
の
規
定
に
基

づ
く
も
の
だ
が
、
昭
和
五
一
年

度
移
管
分
は
「
昭
和
の
大
合
併
」

と
も
呼
ば
れ
る
市
町
村
合
併

の
促
進
政
策
の
結
果
と
し
て

生
じ
た
文
書
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
。 

行
政
事
務
の
能
率
的
処
理

の
た
め
に
市
町
村
の
規
模
の

合
理
化
が
目
指
さ
れ
、
「
町
村

合
併
促
進
基
本
計
画
」
（
昭
和

二
八
年
一
〇
月
三
〇
日
閣
議

決
定
）
に
よ
り
「
町
村
数
を
約

三
分
の
一
に
減
少
す
る
」
と
い

う
目
標
が
た
て
ら
れ
た
18

。
こ

れ
を
達
成
す
る
た
め
、
町
村
合

併
促
進
法
（
昭
和
二
八
年
九
月

一
日
法
律
第
二
五
八
号
）
と
こ

れ
に
続
く
新
市
町
村
建
設
促

進
法
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇

年度 タイトル等 作成・取得部局 年代 冊数
昭和48年 内務省文書 内務省地方局等 1882〜1948 309

昭和51年 廃置分合、境界変更
内務省・総理庁官房自
治課・地方自治庁・自
治庁・自治省

1944〜1972 871

昭和54年 廃置分合、境界変更 自治省行政局 1973〜1977 158
廃置分合、境界変更 自治省行政局 1977〜1978 55

地方債起債許可
内務省・地方財政委員
会・地方自治庁・自治
庁・自治省

1946〜1971 565

廃置分合、境界変更 自治省行政局 1976〜1979 29
起債の許可 自治省財政局 1971〜1972 7
廃置分合、境界変更 自治省行政局 1979~1981 77
起債の許可 自治省財政局 1972〜1973 12

昭和58年 廃置分合、境界変更 自治省行政局 1981〜1982 27
廃置分合、境界変更 自治省行政局 1981〜1983 36
起債の許可 自治省財政局 1973〜1975 25
廃置分合、境界変更 自治省行政局 1983〜1985 32

財政再建計画
自治庁⻑官官房・自治
庁財政局・自治省財政
局

1956〜1966 221

昭和63年 廃置分合、境界変更 自治省行政局 1985〜1987 27
平成１年 境界変更の処分 行政局 1987〜1988 9
平成2年 境界変更の処分 行政局 1987〜1990 34
平成3年 境界変更、市制施行原議 行政局 1971〜1991 26
平成4年 起債の許可 財政局 1975〜1983 82
平成5年 境界変更 行政局 1990〜1992 31
平成6年 境界変更 行政局 1992〜1993 29

境界変更 行政局 1993〜1994 20
起債の許可 財政局 1982〜1989 69

平成8年 境界変更 行政局 1994〜1996 12
平成9年 境界変更 行政局 1995〜1996 14
平成10年 境界変更 行政局 1996〜1997 11
平成11年 市町村の境界変更原議綴 行政局 1995〜1999 34

合計 2822

表６ 自治省から移管された文書（移管年度別）

平成7年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和60年

昭和61年
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日
法
律
第
一
六
四
号
）
に
基
づ
く
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
八
年
か
ら
昭
和
三

六
年
ま
で
に
市
町
村
数
は
ほ
ぼ
三
分
の
一
と
な
っ
た
19

。 

昭
和
五
一
年
度
移
管
分
八
七
一
冊
の
う
ち
五
六
〇
冊
は
、
昭
和
二
八
年
か
ら
昭
和
三

六
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。 

 

「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」
の
文
書
は
、「
市
町
村
廃
置
分
合
告
示
・
北
海
道
・

昭
和
２
８
年
～
昭
和
２
９
年
」、「
市
町
村
の
廃
置
分
合
・
栃
木
県
・
昭
和
３
０
年
～
昭

和
３
１
年
」
の
よ
う
に
都
道
府
県
と
年
度
別
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
自
治
省
等
の
国
の

行
政
機
関
が
地
方
公
共
団
体
か
ら
申
請
さ
れ
た
廃
置
分
合
や
境
界
変
更
に
つ
い
て
の
告

示
を
決
定
し
た
決
裁
文
書
を
鑑
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
申
請
書
、
議
会
の
議

決
の
写
し
、
地
図
な
ど
の
関
係
資
料
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

少
し
間
を
お
い
て
、
昭
和
五
四
年
度
（
一
九
七
九
）
に
、
廃
置
分
合
、
境
界
変
更
に

関
す
る
文
書
が
移
管
さ
れ
る
と
、
以
後
、
昭
和
五
九
年
度
、
六
二
年
度
を
除
い
て
、
毎

年
度
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
移
管
の
中
心
は
自
治
省
行
政
局
振

興
課
の
廃
置
分
合
や
境
界
変
更
に
関
す
る
文
書
で
、
数
十
冊
単
位
で
継
続
的
に
移
管
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

昭
和
五
五
年
度
（
一
九
八
〇
）
以
降
に
新
た
に
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文
書
も

あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
の
文
書
で
あ
る
。
昭
和
五
五
年
度
に
、

昭
和
二
一
年
か
ら
昭
和
四
六
年
ま
で
の
地
方
債
の
起
債
許
可
関
係
の
文
書
が
、
五
六
五

冊
移
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
五
六
年
度
、
五
七
年
度
、
六
〇
年
度
、
平
成
四

年
度
、
七
年
度
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
五
～
五
七
年
度
の
移
管
分
を
除
く
と
、

だ
い
た
い
八
年
分
を
ま
と
め
て
移
管
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

昭
和
五
五
年
度
（
一
九
八
〇
）
に
移
管
さ
れ
た
「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
の
文
書

は
、
昭
和
二
一
年
か
ら
の
文
書
を
含
む
の
で
、
内
務
省
時
代
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
内
務
省
が
解
体
さ
れ
た
後
、
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
地
方
財
政
委

員
会
の
所
管
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
代
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
目
録
上
の
記
載
で

は
省
略
さ
れ
た
部
分
を
補
っ
た
形
で
作
成
・
取
得
部
局
を
ま
と
め
る
と
、
内
務
省
地
方

局
財
政
課
、
地
方
財
政
委
員
会
事
務
局
、
地
方
自
治
庁
財
政
部
管
理
課
、
地
方
財
政
委

員
会
事
務
局
、
自
治
庁
財
政
部
理
財
課
、
自
治
庁
財
政
局
理
財
課
、
自
治
省
財
政
局
理

財
課
、
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
、
自
治
省
財
政
局
公
営
企
業
第
一
課
、
自
治
省
財
政

局
公
営
企
業
第
二
課
と
な
る
。
地
方
財
政
委
員
会
が
二
回
出
て
く
る
の
は
、
昭
和
二
三

年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
、
昭
和
二
五
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
、
財
政
局
理
財
課
（
後
の
地
方
債
課
）
の
文
書
だ
が
、
公
営
企
業
課
の
文

書
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
公
営
企
業
の
起
債
許
可
関
係
の
文
書
も
含
ん
で
い
る
た
め

で
あ
る
。 

 

「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
の
文
書
は
、「
昭
和
２
８
年
度
・
起
債
許
可
（
東
京
、
福

島
、
富
山
、
石
川
）」、「
昭
和
３
６
年
度
・
起
債
許
可
（
京
都
市
、
宮
崎
、
愛
知
、
福
島
）」

の
よ
う
に
年
度
別
、
地
域
別
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
自
治
省
等
の
国
の
行
政
機
関
が
地

方
公
共
団
体
等
か
ら
申
請
さ
れ
た
起
債
を
許
可
す
る
決
裁
文
書
を
鑑
と
し
て
、
そ
こ
に

地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
申
請
書
が
付
属
し
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
申
請
書

は
「
起
債
許
可
申
請
書
」
と
い
う
定
ま
っ
た
様
式
の
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
形

と
な
っ
て
い
る
。 

 

「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
の
文
書
は
自
治
省
に
お
け
る
文
書
管
理
の
一
端
を
う
か

が
わ
せ
る
形
態
を
し
て
い
る
。
目
録
情
報
の
一
冊
の
文
書
に
は
複
数
の
決
裁
文
書
が
綴

じ
ら
れ
て
い
る
。「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
の
文
書
は
函
の
形
態
を
取
っ
て
お
り
、
一

つ
の
決
裁
に
係
る
文
書
は
紐
綴
じ
さ
れ
て
い
る
が
、
決
裁
ご
と
に
独
立
し
た
状
態
で
函

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
函
の
背
に
は
年
度
と
件
名
、
課
名
の
他
に
文
書
分
類
、
保
存
区

分
、
保
存
期
間
満
了
年
月
日
の
記
入
欄
が
あ
る
。「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
は
分
類
が

「R501
」、
保
存
区
分
は
「
永
年
」
と
さ
れ
て
い
る
20

。 

 

「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」
の
文
書
も
一
冊
の
文
書
に
複
数
の
決
裁
文
書
が

綴
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
一
つ
の
簿
冊
に
ま
と
め
て
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
と

一
五
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め
ら
れ
た
簿
冊
の
表
紙
に
は
年
度
、
件
名
、
担
当
課
が
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
文
書
分

類
や
保
存
区
分
、
保
存
期
間
満
了
年
月
日
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
「
地
方

債
発
行
許
可
関
係
」
の
文
書
群
の
よ
う
な
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
た
管
理

が
ど
こ
ま
で
徹
底
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。 

 

昭
和
六
一
年
度
（
一
九
八
六
）
に
「
地
方
財
政
再
建
計
画
関
係
」
の
文
書
、
二
二
一

件
が
移
管
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
三
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別

措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
、地
方
財
政
再
建
計
画
の
承
認
や
変
更
等
に
関
す
る
文
書
で
、

昭
和
三
一
年
か
ら
四
一
年
ま
で
の
分
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

組
織
変
遷
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
に
地
方
財
政
再
建
促

進
特
別
措
置
法
の
担
当
と
し
て
自
治
庁
長
官
官
房
に
財
政
再
建
課
が
設
け
ら
れ
る
。
昭

和
三
三
年
に
は
長
官
官
房
の
財
政
再
建
課
と
調
査
課
を
廃
止
し
、
財
政
局
に
財
政
再
建

課
と
調
査
課
を
設
け
て
い
る
。
自
治
省
へ
移
行
し
た
後
は
、
昭
和
三
九
年
に
財
政
再
建

課
が
指
導
課
へ
改
称
し
、
四
一
年
に
調
査
課
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
作
成
・
取
得
し
た

部
局
を
ま
と
め
る
と
、自
治
庁
長
官
官
房
財
政
再
建
課
、自
治
庁
財
政
局
財
政
再
建
課
、

自
治
庁
財
政
局
調
査
課
、
自
治
省
財
政
局
財
政
再
建
課
、
自
治
省
財
政
局
調
査
課
、
自

治
省
財
政
局
指
導
課
と
な
る
。 

地
方
財
政
再
建
計
画
に
関
す
る
文
書
は
、「
昭
和
３
１
年
・
秋
田
県
財
政
再
建
計
画
書
」

や
「
昭
和
３
７
年
度
・
和
歌
山
県
財
政
再
建
計
画
変
更
」
の
よ
う
に
、
年
度
別
、
府
県

別
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
。「
再
建
計
画
書
」
の
簿
冊
は
、
当
該
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
提

出
さ
れ
た
財
政
再
建
申
出
書
と
計
画
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。「
計
画
変
更
」の
簿
冊
は
、

自
治
庁
・
自
治
省
が
地
方
公
共
団
体
か
ら
申
請
さ
れ
た
計
画
変
更
を
認
可
す
る
決
裁
文

書
を
鏡
と
し
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
制
出
さ
れ
た
計
画
変
更
書
類
が
添
付
さ
れ

て
い
る
。 

以
上
が
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
て
き
た
文
書
群
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
移
管
状
況
は

移
管
基
準
の
変
遷
や
移
管
計
画
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
）
か
ら
五
一
年
に
か
け
て
、
移
管
三
か
年
計
画
（
第

一
次
・
第
二
次
）
が
策
定
さ
れ
、
各
年
度
別
に
移
管
予
定
省
庁
の
割
り
振
り
が
行
わ
れ

た
21

。
昭
和
四
八
年
度
の
「
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）」
三
〇
九
冊
と
、
昭
和
五

一
年
度
の
「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」
八
七
一
冊
は
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
移

管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
か
ら
五
四
年
に
か
け
て
は
年
次
計
画
は
策
定
さ
れ
ず
、

各
省
庁
と
個
別
に
協
議
し
た
上
で
移
管
が
行
わ
れ
た
22

。
昭
和
五
四
年
度
の
「
廃
置
分

合
・
境
界
変
更
等
関
係
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。 

昭
和
五
五
年
度
（
一
九
八
〇
）
以
降
は
、「
公
文
書
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
及

び
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
開
措
置
の
促
進
に
つ
い
て
」（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
五

日
連
絡
会
議
申
合
わ
せ
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
移
管
基
準
に
基
づ
い
て
移
管
が
行
わ

れ
た
23

。
作
成
後
三
〇
年
が
経
過
し
た
「
永
久
保
存
」
文
書
、
有
期
限
の
保
存
期
間
が
定

め
ら
れ
た
文
書
や
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
文
書
で
「
国
立
公
文
書
館
に
移
管

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
が
移
管
の
対
象
と
さ
れ
た
。 

昭
和
五
五
年
度
（
一
九
八
〇
）
以
降
の
自
治
省
か
ら
の
移
管
文
書
は
、
ほ
ぼ
毎
年
度

移
管
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」
以
外
に
「
地
方
債
発

行
許
可
関
係
」「
地
方
財
政
再
建
計
画
関
係
」
の
文
書
も
移
管
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
五

年
度
の
移
管
基
準
の
変
更
が
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
自
治
省
か
ら
の
文
書
の
移
管
は
、
移
管
基
準
の
変
更
な
ど
の
影
響

も
あ
っ
て
、
着
実
に
進
め
ら
れ
た
と
い
う
積
極
的
な
面
を
見
い
だ
せ
る
。
一
方
で
、
自

治
省
の
広
範
な
所
管
業
務
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
中
の
一
部
の
業
務
に
関
す
る
文
書
し
か

移
管
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
消
極
的
な
面
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
文
書
が
一
部

の
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
、
作
成
・
取
得
部
局
も
行
政
局
振
興

課
、
財
政
局
理
財
課
・
地
方
債
課
、
財
政
局
財
政
再
建
課
・
指
導
課
と
い
う
一
部
の
部

局
に
限
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

一
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三三
．．
二二  

総総
務務
省省
かか
らら
移移
管管
ささ
れれ
たた
地地
方方
行行
政政
関関
係係
のの
文文
書書  

  

中
央
省
庁
再
編
に
よ
っ
て
、
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
一
月
六
日
に
自
治
省
が
廃

止
さ
れ
、
総
務
省
が
設
置
さ
れ
た
。
自
治
省
の
内
部
部
局
で
あ
る
行
政
局
、
財
政
局
、

税
務
局
は
、
総
務
省
の
自
治
行
政
局
、
自
治
財
政
局
、
自
治
税
務
局
へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
平
成
一
三
年
以
降
、
自
治
省
や
そ
の
前
身
組
織
が
作
成
・
取
得
し
た

文
書
は
総
務
省
へ
と
引
き
継
が
れ
、
総
務
省
か
ら
国
立
公
文
書
館
へ
移
管
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。 

 

総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
の
中
に
、
自
治
省
や
そ
の
前
身
組
織
が
作
成
・
所
得

し
た
文
書
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ

タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
検
索
を
行
っ
た
24

。「
詳
細
検
索
条
件
の
設
定
」
で
資
料
群
を
「
総

務
省
」
に
指
定
し
、「
作
成
・
取
得
機
関
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
内
務
省
」、「
自
治
庁
」、

「
自
治
省
」、「
地
方
財
政
委
員
会
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
検
索
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
を

請
求
番
号
の
年
度
別
に
整
理
し
た
も
の
が
表
７
で
あ
る
。 

 

平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
以
降
は
、
文
書
の
管
理
者
が
自
治
省
か
ら
総
務
省
へ
移

行
し
た
だ
け
で
な
く
、
文
書
の
管
理
や
移
管
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
大
き
く
変
化
し
た
時

代
で
も
あ
る
。
平
成
一
三
年
四
月
一
日
の
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
法
律
」（
情
報
公
開
法
）
の
施
行
に
合
わ
せ
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
文
書
移
管
に
つ

い
て
次
の
三
つ
の
決
定
及
び
申
合
せ
が
定
め
ら
れ
た
。 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
」（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
） 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
三
月
三

〇
日
各
府
省
庁
官
房
長
等
申
合
せ
） 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
三
月

三
〇
日
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申
合
せ
） 

 

こ
れ
ら
の
決
定
に
よ
り
「
国
政
上
の
重
要
な
事
項
」
な
ど
が
記
録
さ
れ
た
文
書
を
「
歴

史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
と
し
て
、
保
存
期
間
満
了
後
に
国
立
公
文
書
館
へ

移
管
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
文
書
課
長
等
申
合
せ
」
に
お
い
て
、（
別
表
）「「
歴

史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
（
国
立
公
文
書
館
）
等
に

移
管
す
る
こ
と
が
適
当
な
行
政
文
書
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」
と
し
て
保
存
期

間
を
基
準
と
し
た
文
書
類
型
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
六
月
三
〇
日
、「
官
房
長
等
申
合
せ
」
及
び
「
文
書
課
長

等
申
合
せ
」
の
改
正
が
行
わ
れ
、
移
管
す
べ
き
文
書
の
類
型
の
追
加
や
（
別
表
）
の
文

書
類
型
の
全
面
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
改
正
さ
れ
た
（
別
表
）
で
は
保
存
期
間
で

は
な
く
、「
法
令
」、「
閣
議
等
関
係
」、「
予
算
・
決
算
関
係
」、「
政
策
評
価
関
係
」
な
ど
、

文
書
の
内
容
に
よ
る
区
分
が
さ
れ
、
さ
ら
に
「
具
体
的
な
公
文
書
等
類
例
」
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
文
書
を
想
定
し
て
い
る
の
か
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。 

 

次
に
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
四
月
一
日
の
公
文

書
管
理
法
施
行
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
合
わ
せ
、
各
行
政
機
関
の
文
書
管

理
規
則
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成

二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
各
行
政
機
関
の
業

務
内
容
や
取
り
扱
う
文
書
の
性
格
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
行
政
機

関
に
お
け
る
文
書
管
理
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
各
行
政
機
関
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務

内
容
や
取
り
扱
う
文
書
の
性
格
、
組
織
体
制
等
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

総
務
省
も
平
成
二
三
年
四
月
一
日
に
総
務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
を
定
め
て
い
る
。
総

務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
で
は
、「
別
表
第
１ 

行
政
文
書
の
保
存
期
間
基
準
」及
び「
別

表
第
２ 

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準
」
に
よ
っ
て
移
管
す
る
文
書
の
類
型

が
示
さ
れ
て
い
る
25

。 
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年度 タイトル等 作成・所得部局 年代 冊数
地方自治法関係資料 内務省地方局行政課 1947 1
合併紛争関係 自治庁行政局振興課 1956〜1960 11
一部の事務組合の設立規約変更 自治庁行政局行政課・自治省行政局行政課 1960〜1961 1
都道府県境界にわたる市町村の合併
関係

自治庁行政部振興課・自治省行政局振興課 1957〜1960 1

廃置分合、境界変更、市制施行、国
有財産譲与申請書等

自治省行政局振興課 1961〜1997 11

国会答弁 自治省行政局行政課 1964〜1984 6
国会想定問答 自治省 1994〜1998 4
国会計数資料 自治庁税務局 1951〜1958 2
地方税法等の一部改正関係、地方税
及び地方譲与の収入見込等

自治庁税務局府県税課 1951〜1959 4

固定資産税の評価基準 自治省税務局固定資産税課、自治省固定資産税課 1967〜1979 12
地方税制改正 自治省大臣官房企画室、自治省税務局府県税課 1962〜1978 53
沖縄振興開発特別措置法令等 自治省税務局府県税課 1971〜1972 2

地方税制関係 自治省税務局府県税課、自治省税務局企画課 1972〜1979 20
課税状況調 自治省税務局府県税課 1998 16
中間課税状況調 自治省税務局府県税課 1991 1

平成22年 市町村の税率等の調 自治省税務局府県税課 2000 2
木材取引税・原動機税等 内務省地方局財政課 1947 2
市町村法定外普通税等 総理府地方財政委員会 1948〜1952 43
法定外独立税に関する報告写送付簿 地方自治庁財政課 1949 1
市町村法定外普通税 総理府地方財政委員会・自治庁 1952〜1954 4
市町村法定外普通税 自治庁 1952〜1960 55
市町村法定外普通税 自治庁税務部市町村税課 1953〜1958 49
法定外普通税 自治庁税務部府県税課 1953〜1959 16
法定外普通税関係原議 自治庁税務局市町村税課 1958〜1959 1
法定外普通税関係原議 自治庁税務局市町村税課・自治省税務局市町村税課 1960〜1961 1
自動車取得税、家畜税 自治庁税務局府県税課 1958〜1960 3
市町村法定外普通税 自治省税務局市町村税課 1962〜1982 42
自動車取得税等 自治省税務局府県税課 1961〜1977 16
北海道 家畜税継続許可一件等 総理府地方財政委員会事務局税務部府県税課 1952 6
市町村法定外普通税 自治省税務局市町村税課 1982 2
市町村法定外普通税 自治省税務局市町村税課 1983 1
法定外普通税 自治省税務局府県税課 1983 1
市町村法定外普通税 自治省税務局市町村税課 1984〜1985 8
核燃料税 自治省税務局府県税課 1984 4
昭和２４年度昭和２５年度地方公共
団体に対する補助負担金及交付金調

総理府地方自治庁財政課 1949 1

警察制度改正後における経費負担区
分の異動概要

自治庁財政課 1953 1

地方配布税制度と地方財政平衡交付
金制度との利害得失の比較

自治庁財政課 1953 1

地方制度調査会配付資料目次 自治庁財政課 1953 1
〔資料〕 自治庁記念論文編集部 1954 1

平成30年
行政機関の保有する電子計算機処理
に係る個人情報の保護に関する法律
案検討資料

自治省行政局 1997〜2001 2

令和2年 成田財特法関係 自治省財政局調整室 1989 3
令和3年 財政再建計画関係 自治省財政局指導課 1988〜1992 11

合計 423

表７ 総務省から移管された地方行政関係文書（移管年度別）

平成26年

平成29年

平成19年

平成20年

平成21年

平成23年

平成24年

平成25年
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こ
う
し
た
文
書
の
管
理
や
移
管
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
変
更
も
踏
ま
え
、
表
７
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
26

。
総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
で
、
作
成
・
取
得
機
関
が
「
内

務
省
」、「
自
治
庁
」、「
自
治
省
」
と
な
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
平
成
一
九
年

度
（
二
〇
〇
七
）
に
保
存
期
間
満
了
年
度
と
な
っ
た
文
書
が
初
出
と
な
る
。
平
成
一
九

年
度
の
文
書
群
に
は
、
自
治
省
時
代
も
移
管
実
績
の
あ
る
行
政
局
振
興
課
の
廃
置
分
合

や
境
界
変
更
に
関
す
る
文
書
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
文
書
を
見
出
せ
る
こ
と
も

特
徴
的
で
あ
る
。
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
の
地
方
自
治
法
制
定
に
関
す
る
文
書
、

町
村
合
併
に
関
す
る
文
書
、
国
会
答
弁
や
国
会
想
定
問
答
と
い
っ
た
文
書
が
確
認
で
き

る
。
ま
た
作
成
・
取
得
部
局
と
し
て
行
政
局
行
政
課
が
確
認
で
き
る
。 

 

平
成
二
〇
年
度
（
二
〇
〇
八
）
か
ら
二
二
年
度
に
は
、
こ
れ
ま
で
移
管
実
績
の
な
か

っ
た
税
務
局
の
地
方
税
制
に
関
す
る
文
書
が
確
認
で
き
る
。 

こ
の
よ
う
に
平
成
一
九
年
度
か
ら
二
二
年
度
に
か
け
て
、
自
治
省
時
代
と
は
異
な
る

文
書
の
移
管
が
見
ら
れ
る
の
は
、
平
成
一
七
年
に
「
官
房
長
等
申
合
せ
」
及
び
「
文
書

課
長
等
申
合
せ
」
の
改
正
が
行
わ
れ
、
移
管
す
べ
き
文
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
具
体

的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
平
成
二
三
年
度
（
二
〇
一
一
）
か
ら
二
六
年
度
に
か
け
て

は
、
法
定
外
普
通
税
に
関
す
る
文
書
が
確
認
で
き
る
。
平
成
二
三
年
度
の
保
存
期
間
満

了
分
で
は
、
昭
和
二
二
年
か
ら
五
七
年
に
か
け
て
作
成
・
取
得
さ
れ
た
二
三
三
冊
が
確

認
で
き
、
作
成
・
取
得
部
局
は
、
内
務
省
地
方
局
財
政
課
、
地
方
財
政
委
員
会
、
地
方

自
治
庁
財
政
課
、
自
治
庁
税
務
部
、
自
治
庁
税
務
局
、
自
治
省
税
務
局
と
な
っ
て
い
る
。 

 

平
成
二
九
年
度
（
二
〇
一
七
）
保
存
期
間
満
了
分
で
は
、
地
方
自
治
庁
財
政
課
と
自

治
庁
財
政
課
が
作
成
し
た
文
書
が
五
冊
、
平
成
三
〇
年
度
は
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る

電
子
計
算
機
処
置
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
検
討
資
料
」
が
二
冊
、

令
和
二
年
度
（
二
〇
二
〇
）
に
は
「
成
田
財
特
法
関
係
」
三
冊
、
令
和
三
年
度
に
は
「
財

政
再
建
計
画
関
係
」
一
一
冊
の
文
書
が
確
認
で
き
る
。 

 

公
文
書
管
理
法
施
行
後
に
は
、
自
治
省
時
代
の
「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」

「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」、「
地
方
財
政
再
建
計
画
関
係
」
や
税
務
局
地
方
税
制
関
係

の
文
書
と
は
異
な
る
類
型
の
文
書
が
移
管
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
移
管
基
準
に
よ
っ
て

国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
と
判
断
さ
れ
る
文
書
が
増
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 三三

．．
三三  

今今
後後
移移
管管
がが
想想
定定
ささ
れれ
るる
文文
書書  

  

こ
こ
ま
で
は
自
治
省
や
総
務
省
か
ら
国
立
公
文
書
館
へ
移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て

確
認
し
て
き
た
。
自
治
省
は
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
一
月
六
日
ま
で
存
続
し
た
組

織
で
あ
り
、
三
〇
年
保
存
と
さ
れ
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
今
後
保
存
期
間
の
満
了

と
と
も
に
廃
棄
や
移
管
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
総
務
省

が
保
有
す
る
自
治
省
が
作
成
・
所
得
し
た
文
書
を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
で
確
認

し
て
お
き
た
い
27

。 

 

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
で
、
検
索
対
象
の
行
政
機
関
を
「
総
務
省
」、「
作

成
・
取
得
者
」
を
「
自
治
省
」
と
し
て
検
索
を
行
っ
た
結
果
を
作
成
部
局
と
保
存
期
間

満
了
時
の
措
置
に
分
け
て
集
計
し
た
結
果
が
表
８
で
あ
る
。
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理

簿
の
検
索
結
果
に
つ
い
て
一
つ
留
意
点
が
あ
る
。
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
で
「
作

成
・
取
得
者
」
が
「
自
治
省
」
と
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
作
成
年
月
日
や
現
在
の
管
理

部
局
か
ら
自
治
省
の
作
成
・
取
得
文
書
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
文
書
が
あ
る
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
28

。
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
検
索
の
範
囲
を
広
げ
る
余
裕
は
な
い

た
め
、「
作
成
・
取
得
者
」
が
「
自
治
省
」
と
さ
れ
て
い
る
文
書
に
限
定
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。 

 

表
８
に
基
づ
き
、
作
成
部
局
別
に
保
有
文
書
の
類
型
や
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
に

つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
大
臣
官
房
に
つ
い
て
は
、
総
務
課
、
会
計
課
、

文
書
課
の
三
課
の
文
書
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
が
明
記
さ
れ
て
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い
る
。
会
計
課
、
文
書
課
の
文
書
は
す
べ
て
廃
棄
と
さ
れ
て
い
る
が
、
総
務
課
の
組
織

改
正
の
法
令
に
関
す
る
文
書
や
組
織
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
の
文
書
が
移
管
と
さ
れ
て

い
る
。
総
務
課
で
廃
棄
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
事
に
関
す
る
文
書
の
ほ
か
に
中
央
省

庁
再
編
に
関
す
る
文
書
が
あ
る
。 

 

 

行
政
局
に
つ
い
て
は
公
務
員
部
の
文
書
が
確
認
で
き
る
。
地
方
公
務
員
制
度
に
関
す

る
文
書
の
一
部
が
移
管
と
さ
れ
て
い
る
が
、
未
記
載
の
文
書
も
見
ら
れ
る
。
通
達
・
通

知
や
疑
義
照
会
回
答
の
文
書
は
廃
棄
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

財
政
局
で
は
、
財
政
課
、
公
営
企
業
第
二
課
、
調
整
室
の
文
書
が
確
認
で
き
る
。
財

政
局
の
場
合
、
措
置
が
未
記
載
と
な
っ
て
い
る
文
書
が
目
立
つ
が
、
公
営
企
業
第
二
課

や
調
整
室
の
未
記
載
文
書
の
多
く
は
他
の
省
庁
が
所
管
す
る
法
令
や
事
業
と
の
調
整
に

係
る
文
書
と
な
っ
て
い
る
。
調
整
室
の
文
書
で
移
管
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
五
〇

年
代
に
行
わ
れ
た
公
共
事
業
の
見
直
し
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。 

 

税
務
局
で
は
、
資
産
評
価
室
、
市
町
村
税
課
、
府
県
税
課
の
文
書
が
確
認
で
き
る
。

資
産
評
価
室
の
文
書
は
す
べ
て
廃
棄
と
さ
れ
て
い
る
。
市
町
村
税
課
で
は
市
町
村
税
制

の
改
正
関
係
の
文
書
が
移
管
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
省
庁
が
所
管
す
る
法
令
と
の
調
整

に
関
す
る
文
書
は
、
未
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
府
県
税
課
で
は
、
市
町
村
税
を
除
く
地

方
税
制
の
改
正
関
係
の
文
書
が
移
管
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
文
書
は
、
他
の
省
庁

が
所
管
す
る
法
令
と
の
調
整
関
係
の
文
書
で
、一
部
の
文
書
は
廃
棄
と
さ
れ
て
い
る
が
、

未
記
載
の
文
書
が
多
く
な
っ
て
い
る
。 

 

文
書
の
年
代
は
、
昭
和
五
〇
年
代
か
ら
平
成
一
三
年
に
か
け
て
の
文
書
が
九
割
を
占

め
て
い
る
。
一
部
例
外
的
に
昭
和
三
〇
、
四
〇
年
代
の
文
書
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後

年
代
の
文
書
と
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
を
な
す
も
の
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
文
書
の
保
存
期
間
は
ほ
と
ん
ど
が
三
〇
年
・
四
〇
年
と
な
っ
て
い
る
。
一
部
、
一

〇
年
以
下
の
文
書
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
保
存
期
間
の
更
新
や
起
算
日
の
変
更
が
さ
れ

て
お
り
、
今
後
移
管
や
廃
棄
が
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

本
稿
の
検
索
条
件
に
限
定
し
た
数
値
で
は
あ
る
が
、
総
務
省
が
保
有
す
る
自
治
省
が

作
成
・
取
得
し
た
文
書
は
一
七
六
二
件
あ
り
、
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
と
し
て
移
管

と
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
自
治
省
の
組
織
改
正
関
係
、
地
方
公
務
員
制
度
関
係
、
公
共

事
業
の
見
直
し
関
係
、
市
町
村
税
制
の
改
正
関
係
、
市
町
村
税
以
外
の
地
方
税
制
の
改

作成・取得部局 主な内容 移管 廃棄 未記載 計
自治省 決算 11 11
大臣官房総務課 組織改正、人事、省庁再編等 89 281 370
大臣官房会計課 会計機関等の設置、国有財産 14 14

大臣官房文書課 研修、文書管理、国会諸委員
会会議録等

108 108

行政局公務員部
地方公務員制度関係、通達・
通知、疑義照会回答等

15 10 14 39

財政局財政課 手数料令改正、標準令改正 39 39
財政局公営企業第
二課

地方債許可、他省庁の法令と
の調整等

3 132 135

財政局調整室
財務調査、公共事業見直し関
係、他省庁との調整関係等

55 17 546 618

税務局資産評価室
固定資産評価基準、訴訟関係
等

136 136

税務局市町村税課 市町村税制改正、他省庁の法
令との調整関係等

44 2 13 59

税務局府県税課 地方税制改正、他省庁の法令
との調整関係等

7 15 211 233

計 210 597 955 1762

表８ 総務省が保有する自治省が作成・取得した文書

二
〇

地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
56
号　
　



正
関
係
等
、
二
一
〇
冊
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

ま
た
、保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
が
未
記
載
と
な
っ
て
い
る
文
書
が
九
五
五
件
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
財
政
局
財
政
課
の
手
数
料
令
改
正
等
や
財
政
局
公
営
企
業
第
二
課
の
地

方
債
許
可
関
係
の
文
書
な
ど
、
移
管
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

今
後
移
管
が
想
定
さ
れ
る
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
に
移
管
実
績
の
あ
る
文
書
と
は
異
な

る
類
型
の
文
書
で
あ
り
、
適
切
に
移
管
が
進
め
ば
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
地
方

行
政
関
係
文
書
が
さ
ら
に
充
実
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

おお
わわ
りり
にに  

  

地
方
行
政
を
掌
る
中
央
行
政
機
関
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
の
内
務
省
解
体

に
よ
り
や
や
複
雑
な
変
遷
を
た
ど
る
。
最
終
的
に
は
昭
和
二
七
年
に
自
治
庁
が
設
置
さ

れ
た
こ
と
で
、
総
合
的
に
地
方
行
政
を
担
う
中
央
行
政
機
関
が
復
活
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
や
総
務
省
か
ら
移
管

さ
れ
た
地
方
行
政
関
係
文
書
の
中
に
は
、
内
務
省
か
ら
自
治
庁
設
置
に
至
る
ま
で
の
間

の
各
機
関
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
を
確
認
で
き
る
。
業
務
の
引
継
ぎ
と
と
も
に
文
書

も
引
き
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、
総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
や
総
務
省
が
現
在
保
有
し
て
い
る
自
治
省
の

文
書
を
み
る
と
、
自
治
省
が
廃
止
さ
れ
、
総
務
省
へ
と
引
き
継
が
れ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
局
に
対
し
て
文
書
の
移
管
も
適
切
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
は
、「
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）」、「
廃
置
分

合
・
境
界
変
更
等
関
係
」、「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」、「
地
方
財
政
再
建
計
画
関
係
」

の
四
類
型
の
文
書
で
、
自
治
省
の
所
掌
事
務
か
ら
す
る
と
一
部
の
事
務
に
関
す
る
文
書

に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
等
関
係
」、

「
地
方
債
発
行
許
可
関
係
」
の
二
類
型
の
文
書
は
定
期
的
な
移
管
が
な
さ
れ
て
お
り
、

自
治
省
が
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
文
書
は
移
管
が
進
め
ら
れ
て

い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

自
治
省
が
廃
止
さ
れ
総
務
省
が
設
置
さ
れ
る
と
、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
の
移

管
す
べ
き
文
書
類
型
の
明
確
化
や
平
成
二
三
年
の
公
文
書
管
理
法
施
行
と
い
っ
た
公
文

書
の
管
理
を
め
ぐ
る
制
度
の
変
化
と
も
相
ま
っ
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
類
型
の
文

書
が
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
移
管
実
績
の
な
か
っ
た
税
務
局
の
文
書

が
移
管
さ
れ
て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

本
稿
の
検
索
条
件
に
限
定
し
た
数
値
で
は
あ
る
が
、
令
和
五
年
現
在
、
総
務
省
が
保

有
し
て
い
る
自
治
省
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
を
一
七
六
二
件
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
自
治
省
の
組
織
改
正
関
係
（
大
臣
官
房
総
務
課
）、
地
方
公
務
員
制
度
関
係
（
行
政

局
公
務
員
部
）、
公
共
事
業
の
見
直
し
関
係
（
財
政
局
調
整
室
）、
市
町
村
税
制
の
改
正

関
係
（
税
務
局
市
町
村
税
課
）、
市
町
村
税
以
外
の
地
方
税
制
の
改
正
関
係
（
税
務
局
府

県
税
課
）
が
移
管
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。 

 

以
上
が
地
方
行
政
関
係
文
書
の
移
管
状
況
で
あ
る
。
移
管
さ
れ
る
文
書
類
型
は
増
加

す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
課
題
も
残
る
。
最
も
目
立
つ
の
は
、
自
治
庁
選
挙
部
、

選
挙
局
、
自
治
省
選
挙
局
、
行
政
局
選
挙
部
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
の
移
管
が
こ
れ

ま
で
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
で
、
キ
ー
ワ
ー

ド
を
「
選
挙
」、
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
を
「
移
管
」、
検
索
対
象
を
「
総
務
省
」
と

し
た
検
索
を
行
う
と
一
七
〇
件
の
文
書
が
見
つ
か
り
、
そ
の
中
に
は
作
成
・
取
得
年
度

か
ら
自
治
省
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
書
も
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
文
書
が
適
切
に
移
管
さ
れ
れ
ば
、
地
方
行
政
関
係
文
書
に
新
た
な
類
型
が
加
わ

る
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
本
稿
で
は
自
治
庁
・
自
治
省
に
お
け
る
文
書
管
理
体
制
を
部
分
的
に
し
か
明

ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
点
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
国
立
公
文
書

館
に
移
管
さ
れ
た
地
方
行
政
関
係
文
書
が
ど
う
い
っ
た
文
書
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
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す
る
こ
と
は
で
き
た
。
ま
た
、
今
後
移
管
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
文
書
の
類
型
に

つ
い
て
も
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
方
行
政
関
係
の
文
書

１ 

栃
木
智
子
「
経
済
産
業
省
（
通
商
産
業
省
）
文
書
の
構
造
と
移
管
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」、『
北
の
丸
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
、
本
村
慈
「
文
部
省
・
文
部
科
学
省
に

お
け
る
文
書
管
理
と
国
立
公
文
書
館
移
管
文
書
」、『
北
の
丸
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
一
年

二
月
、
を
嚆
矢
と
し
て
、
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
、
内
閣
法
制
局
、
人
事
院
、
厚
生

労
働
省
、
公
正
取
引
委
員
会
、
郵
政
省
、
会
計
検
査
院
、
法
務
省
の
移
管
文
書
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
松
尾
佐
保
「
会
計
検
査
院
の
組
織
文
書
―
「
移
管
資
料
群
」
の
特

徴
分
析
を
中
心
と
し
て
」、『
北
の
丸
』
第
五
三
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
、
は
行
政
文
書
フ

ァ
イ
ル
管
理
簿
を
活
用
し
て
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
現
用
文
書
で
将
来
的
に
移
管
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
文
書
に
も
言
及
し
て
い
る
。
本
稿
も
総
務
省
が
保
有
し
て
い
る
自
治

省
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
を
分
析
の
対
象
に
含
め
て
い
る
。 

２ 

以
下
、
内
務
省
時
代
の
変
遷
に
つ
い
て
は
大
霞
会
編
『
内
務
省
史
』
第
一
巻
、
第
二

巻
、
第
四
巻
、
地
方
財
務
協
会
、
一
九
七
〇
～
七
一
年
、
を
参
照
し
た
。 

３ 

大
霞
会
『
内
務
省
史
』
第
三
巻
、
地
方
財
務
協
会
、
一
九
七
一
年
。 

４ 

「
地
方
自
治
庁
設
置
法
・
御
署
名
原
本
・
昭
和
二
十
四
年
・
法
律
第
一
三
一
号
」、
御
三

一
八
一
四
一
〇
〇
。 

５ 

「
自
治
庁
設
置
法
・
御
署
名
原
本
・
昭
和
二
十
七
年
・
法
律
第
二
六
一
号
」、
御
三
四
〇

五
六
一
〇
〇
。 

６ 

「
自
治
庁
組
織
令
・
御
署
名
原
本
・
昭
和
二
十
七
年
・
政
令
第
三
八
一
号
」、
御
三
四
五

三
四
一
〇
〇
。 

７ 

自
治
庁
の
組
織
変
遷
に
つ
い
て
は
「
自
治
庁
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」
の
変

更
を
お
っ
て
ま
と
め
た
。 

８ 

「
自
治
庁
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
・
御
署
名
原
本
・
昭
和
三
十
五
年
・
第
八

巻
・
政
令
第
一
八
四
号
」、
御
三
九
二
八
二
一
〇
〇 

を
利
用
す
る
際
に
本
稿
が
活
用
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

９ 

自
治
省
の
組
織
変
遷
に
つ
い
て
は
「
自
治
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」
の
変

更
を
お
っ
て
ま
と
め
た
。 

10 

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
二
号
、
一
九
七
三
年
、
同
第
三
号
、
一
九
七
五
年
、
同
第

四
号
、
一
九
七
六
年
、
同
第
六
号
、
一
九
七
七
年
。 

11 

前
掲
注
５
。 

12 

前
掲
注
６
。 

13 

前
掲
注
８
。 

14 

中
野
目
徹
・
熊
本
史
雄
編
『
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集 

中
央
行
政
機
関

編
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
。 

15 

佐
野
小
門
太
編
述
『
文
書
統
計
事
務
提
要
』
第
二
巻
、
第
一
法
規
出
版
、
一
九
六
〇
年 

16 

「
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」、https://www.digital.archives.go.jp/

、

に
お
い
て
、
自
治
省
の
資
料
群
に
な
っ
て
い
る
文
書
を
集
計
し
た
。 

17 

永
桶
由
雄
「
自
治
省
よ
り
移
管
さ
れ
た
内
務
省
関
係
公
文
書
に
つ
い
て
」、『
北
の
丸
』

第
一
三
号
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
。
ま
た
、「
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）」
を
対
象

と
し
た
研
究
と
し
て
、
文
書
の
特
徴
な
ど
を
分
析
し
、
内
務
省
に
お
け
る
地
方
行
政
の
在

り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
中
西
啓
太
「
日
露
戦
後
に
お
け
る
内
務
省
地
方
局
市
町
村

課
と
地
方
行
政
機
構
―
「
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
旧
内
務
省
文
書
」
の
分
析
か
ら
―
」、

『
史
学
雑
誌
』
一
二
二
巻
一
〇
号
、
二
〇
一
三
年
、
が
あ
る
。 

18 
「
町
村
合
併
促
進
基
本
計
画
に
関
す
る
件
」、
類
〇
三
八
〇
一
一
〇
〇
。 

19 
「
総
務
省
市
町
村
合
併
資
料
集
」、https://www.soumu.go.jp/gapei/gapei2.html

、

令
和
五
年
一
〇
月
閲
覧 

20 

昭
和
五
三
年
改
正
の
「
自
治
省
文
書
分
類
表
」
を
み
る
と
、「R

地
方
債
」「R5

地
方

債
許
可
」「R50
許
可
書
」「1

許
可
書
」「
永
久
」
と
な
っ
て
お
り
、「R501

」
と
い
う
分
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類
と
合
致
し
て
い
る
た
め
、「
自
治
省
文
書
分
類
表
」
に
よ
る
分
類
と
考
え
ら
れ
る
。 

21 

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
二
号
、
一
九
七
三
年
、
同
第
三
号
、
一
九
七
五
年
、
同
第

四
号
、
一
九
七
六
年
、
同
第
六
号
、
一
九
七
七
年
。 

22 

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
九
号
、
一
九
八
〇
年
。 

23 

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
一
年
。 

24 

「
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」、https://www.digital.archives.go.jp/

令
和
五
年
一
〇
月
閲
覧
。 

25 

「
総
務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
」https://www.soum

u.go.jp/m
ain_content/ 

000826608.pdf

、
令
和
五
年
一
〇
月
閲
覧
。 

26 

平
成
一
三
年
度
か
ら
請
求
番
号
の
年
度
は
、
保
存
期
間
満
了
年
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
表
７
の
年
度
は
保
存
期
間
満
了
年
度
を
指
し
て
い
る
。 

27 

「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
」、https://adm

inistrative-doc.e-
gov.go.jp/servlet/Fsearch

、
令
和
五
年
一
〇
月
閲
覧
。 

28 

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
を
「
移
管
」、
検
索
対
象
を
「
総
務
省
」
と
し
た
検
索
で

は
、「
昭
和
六
〇
・
六
一
年
公
職
選
挙
法
施
行
令
・
規
則
・
国
民
審
査
法
施
行
令
改
正
関
係

綴
」（
作
成
取
得
年
度
等
：
一
九
八
六
年
四
月
一
日
）、「
昭
和
五
九
年
在
外
選
挙
関
係
綴
」

（
作
成
取
得
年
度
等
：
一
九
八
四
年
四
月
一
日
）
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
作
成
取
得
年
度
か
ら

判
断
す
る
と
自
治
省
が
作
成
し
た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
成
者
は
「
調
査
係
」
と
さ

れ
て
い
る
た
め
、「
自
治
省
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
検
索
か
ら
は
漏
れ
て
し
ま
う
。 

（
調
査
員
） 
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